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R７実大構造物実験棟ハロゲン化物消火設備直流電源装置更新 仕様書 
 

 

１．適用 

・本仕様書は、国立研究開発法人建築研究所が発注する「R７実大構造物実験棟ハロゲン化

物消火設備直流電源装置更新」に適用する。 

 

２．目的 

・ 本業務は、実大構造物実験棟のハロゲン化物消火設備の直流電源装置を更新することを

目的とする。 

 

３．履行場所 

・ 茨城県つくば市立原１ 

国立研究開発法人建築研究所 実大構造物実験棟 

 

４．一般事項 
１） 受注者の負担の範囲 
・ 業務の実施に必要な施設の電気・ガス・水道等の使用に係る費用は発注者の負担とする。 
・ 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、

受注者の負担とする。 
・ 業務に必要な消耗部品、材料、油脂等で業務中に消費されるものは、受注者の負担とする。 
・ 安全管理に必要な仮囲い、バリケード、照明等が必要な場合は受注者の負担とする。 
・ 廃棄物の処理は、受注者の負担とする。 
・ 業務の実施において、当所のクレーン設備は、発注者と協議の上、無償で使用することがで

きる。 
２）業務報告書の作成 
・ 下記の項目を基に書式及び内容を担当者と協議し、業務報告書を作成すること。 

１）実施日          
２）業務内容         
３）業務結果（業務実施前・中・後写真） 

３）関係法令等の遵守 
・ 業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令を遵守し、業務の円滑な遂行を図ること。 

 
５．業務関係図書 

１）業務計画書 
・ 作業計画（実施日時、作業内容、作業手順等を具体的に定めたもの）等を総合的にまとめた

業務計画書を作成し、作業開始前に担当者の承諾を得ること。 
２）貸与資料 
・ 本業務の対象機器に備え付けの図面、取扱説明書等は使用する事が出来る。なお、作業終了

後は、原状に復するものとすること。 
３）業務の記録 
・ 受注者は、担当者と協議した結果について記録を整備すること。 
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６．業務現場管理 

１）業務管理 
・ 品質、工程、安全等の業務管理を行うこと。 

２）業務責任者 
・ 受注者は、業務責任者を定め担当者に届け出ること。また、業務責任者を変更した場合も同

様とする。 
・ 業務責任者は、本業務を履行するための経験、知識と技能を有するものとする。 

３）業務条件 
・ 業務を行う日は、担当者の指示による。 
・ 業務実施可能時間は、平日の８：３０～１７：１５とする。 
・ 業務時間を変更する場合は、担当者の承諾を受けること。 

４）電気工作物保安業務 
・ 自家用電気工作物の保守点検又は修理を含む業務は、当所の電気保安主任技術者へ作業実施

計画を提出し承認を受けること。 
５）業務の安全衛生管理 
・ 業務の実施に際し、アスベスト又はＰＣＢを確認した場合は、担当者へ報告すること。 

６）火気の取扱い等 
・ 火気を使用する場合は、あらかじめ担当者の承諾を得るものとし、その取扱に際しては十分

に注意すること。 
・ 業務関係者の喫煙は、あらかじめ指定された場所において行い、喫煙後は消火を確認するこ

と。 
７）危険物の取扱い 
・ 業務で使用するガソリン、薬品、その他の危険物の取扱いは、関係法令によること。 

８）出入り禁止箇所 
・ 業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。 

９）養生 
・ 構内駐車車両、実験棟、工作物、試験体、試験装置、各種資機材等は、汚染又は損傷しない

よう適切な養生を行うこと。 
・ 万一、汚染及び損傷等した場合は、直ちに担当者へ連絡するとともに、指示する期日ま

でに報告書を提出すること。また、受注者の負担により原状回復を図ること。 
１０）後片付け 

・ 業務の完了に際しては、当該作業部分の後片付け及び清掃を行うこと。 
 

７．業務の実施 
１）服装等 
・ 業務関係者は、名札、または腕章をつけて業務を行うこと。 

２）担当者の立会い 
・ 作業等に際して担当者の立会いを求める場合あらかじめ申し出ること。 

 
８．業務に伴う発生材等の処理 

１）発生材の報告 
・ 業務において発生する発生材は、種類・数量・重量を担当者へ報告すること。なお、報告様

式は任意とする。 
・ 発生材のうち金属類は構内引渡しとする。 
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２）産業廃棄物の処理 
・ 業務の実施に伴い発生した産業廃棄物は、積み込みから最終処分までを産業廃棄物処理業者

に委託し、マニフェスト交付を経て適正に処理すること。なお、処分に伴う費用は本業務に

含むものとする。 
 
９．建物内施設等の利用 

１）共用施設の利用 
・ 駐車場、建物内の便所、エレベーター等の一般共用施設は利用することができる。 

 
１０．作業用仮設物及び持ち込み資機材等 

１）作業用足場等 
・ 労働安全衛生法及びその他関係法令等に従い、適切な材料及び構造のものとする。 

２）持込資機材の残置 
・ 業務が複数日にわたる場合、担当者の承諾を得た場合には残置することができる。なお、残

置資機材の管理は受注者の責任において行うこと。 
 

１１．業務内容及び仕様 

１）業務内容 
以下の通り改修を行う。 

 

 ハロゲン化物消火設備直流電源装置の更新 

1.消火設備  

・直流電源装置 1 式 

 

2.その他 

・試験調整  1 式 

・消防届出  1 式 

     

１２．履行期限 
・ 契約日の翌日から令和８年８月２０日まで 

 

１３．提出書類 

・ ５.１）で作成した業務計画書 
・ ４.２）で作成した業務報告書 
・ 打ち合わせ書 
・ 上記書類の書式はＡ４版縦横書きとし、ファイルに綴じ１部を提出する。 
・ その他担当者が指示したもの（書式、形態、部数は担当者の指示による） 

 

１４．検査 

・ 業務完了後、当所検査担当者による検査に合格しなければならない。 
・ 検査に必要な資機材、契約図書、業務関係図書は受注者で用意すること。 

 

１５．疑義 

本業務に疑義が生じた場合、担当者と協議すること。 

以 上 

 

担当者  企画部 情報･技術課 深谷 雅聖 
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延べ面積構造建物名称No

㎡7,324.11 SRC地上8階地下1階実大構造物実験棟8

別紙
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実大構造物実験棟

記号 室　　　名

102 機械器具庫

104 試験室A
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1F

記号 室　　　名
副計測室A

111

記号 室　　　名
B02 ポンプ室
B04 電気室

倉庫B05 ファンルーム
B07 油圧機械室
B09 倉庫

記号 室　　　名
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106

104

B09　B10

B02

B04

B05

B07

102

110

111

分電盤室

地下階

屋外倉庫

ハロゲン化物消火設備
直流電源装置更新

既存 直流電源装置仕様
整流器 型式24B-5CA-30E
交流 1φ 100/200V 5/2.5A
直流 浮動 26.2V 5A

均等 28.8V 5A
蓄電池 HS-30-6 30AH 3個

HS-30-6 30AHZ 1個


